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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　自車の周辺を撮影した画像を運転者に視認可能に表示する運転支援装置であって、
　自車の後側方の画像を撮影する撮影手段と、
　前記画像に基づき、道路の状態を判定する判定手段と、
　自車の走行状態を検出する検出手段と、
　前記自車が複数の車線を有する道路を走行するとき、前記走行状態に基づいて前記複数
の車線を識別するガイド線を生成する生成手段と、
　前記ガイド線が前記画像に重畳して表示される重畳画像を生成する重畳手段と、
　前記重畳画像を表示する表示手段と、を備え、
　前記ガイド線は、少なくとも地平線に相当する線分と、前記複数の車線を仕切る仕切線
を仮想的に表した仮想仕切線とを含み、
　前記仮想仕切線は、前記自車が走行する自車線に隣接する隣車線における路側帯を含む
、
　車両の運転支援装置。
【請求項２】
　前記重畳画像に表示されるガイド線は、前記画像と識別して視認できる明暗および／ま
たは色彩を有する請求項１に記載の車両の運転支援装置。
【請求項３】
　前記画像の輝度によって、自車周辺の明暗および／または色彩を判定する明暗判定手段
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をさらに有し、
　前記ガイド線の明暗および／または色彩は、前記画像の輝度によって前記明暗判定手段
が決定する請求項２に記載の車両の運転支援装置。
【請求項４】
　前記ガイド線は、前記仮想仕切線と略直交する仮想横断線である請求項１ないし請求項
３のいずれか一項に記載の車両の運転支援装置。
【請求項５】
　前記検出手段が検出した走行状態を蓄積する記憶手段をさらに有し、
　前記生成手段は、前記記憶手段に蓄積された現在の前記走行状態または／および過去の
前記走行状態に基づき、ガイド線を生成する請求項１ないし請求項４のいずれか一項に記
載の車両の運転支援装置。
【請求項６】
　前記記憶手段は、道路情報を記憶しており、
　前記道路情報は、自車が走行している道路の車線数の情報を含む請求項１ないし請求項
５のいずれか一項に記載の車両の運転支援装置。
【請求項７】
　自車の後方もしくは後側方を走行する他車の他車走行状態を検出する他車検出手段をさ
らに有し、
　前記他車検出手段は、他車の位置を検出し、
　前記ガイド線に対する前記他車の位置が、前記重畳画像にさらに重畳して表示される請
求項１ないし請求項６のいずれか一項に記載の運転支援装置。
【請求項８】
　前記ガイド線は、前記画像の輝度が所定の輝度より高い領域を背景とする部分と低い領
域を背景とする部分とで、異なる色を用いて表示される、
　請求項３に記載の車両の運転支援装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、車両周辺の視覚支援を行う運転支援装置に係り、詳しくは、車両の後方もし
くは後側方における道路の車線間の仕切線および車線を横断する線を表示する装置に関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　複数の車線を有する道路を車両が走行しているとき、車両は、追い越しや左折、右折等
のために、走行している車線を変更する場合がある。車線を変更する際には、運転者は、
変更しようとする隣接した車線を後続する他の車両が走行していないことを自車のドアミ
ラーやバックミラー等で確認する。
【０００３】
　しかし、ドアミラーやバックミラーだけでは、車両の後方もしくは後側方の視野範囲は
限定される。さらに、運転者が車室内の中央前方かつ上方に配設されたバックミラーと左
右のフロントドアに配設されたドアミラーを見るためには、視線の方向を大きく変えなけ
ればならず、慎重な行動が必要であった。
【０００４】
　そこで、視野範囲を広くし、かつ、視線を大きく動かさずにすむように、車両の後方も
しくは後側方をカメラ等の撮影手段で撮影し、撮影した画像を車室内のディスプレイに表
示させる技術が開発されている（例えば特許文献１参照）。
【特許文献１】特開平１０－１６６９４３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
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　複数の車線は、道路上に描かれた、自動車の走行方向に沿った白線、白の破線や黄線な
どの仕切線によって、仕切られている。運転者は、この仕切線を基準として、自車の後方
もしくは後側方を視認する。
【０００６】
　仕切線は、道路上に描かれたものであり、路面上の汚れや水溜まりの影響で見え難くな
ったり、豪雪地方の滑り止めが多用される道路では、削られて消えてしまうときがある。
【０００７】
　この仕切線が視認できない場合、運転者は後続の他の車両が走行している車線が、自車
が走行している車線なのか、それとも隣接する車線なのか判断することが困難となる。こ
の問題は、特許文献１で開示された車両の後方をモニタする技術を適用しても解決には至
らない。
【０００８】
　さらに、車両の後方をモニタする技術を適用した場合、仕切線が道路上に明確に描かれ
ていても、夜間走行中に、後続の他の車両と自車との距離が近いときには、他の車両のヘ
ッドライトの明るさによって、撮影手段がハレーションを起こして仕切線が判別できず、
他の車両と自車との距離が遠いときには、他の車両のヘッドライトの光量だけでは、他の
車両とともに仕切線を視認できないという問題が生じていた。
【０００９】
　本発明は、自車の後方もしくは後側方における道路の複数の車線間の仕切線を直接視認
することが困難な場合であっても、車線の位置が確認できる車両周辺の視覚を支援する運
転支援装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　前記問題を解決するため、本発明の一の実施形態は、自車の後方もしくは後側方の画像
を撮影する撮影手段と、前記画像に基づき、前記道路の状態を判定する判定手段と、自車
の走行状態を検出する検出手段と、前記自車が複数の車線を有する道路を走行するとき、
前記走行状態に基づいて前記複数の車線を識別するガイド線を生成する生成手段と、前記
ガイド線が前記画像に重畳して表示される重畳画像を生成する重畳手段と、前記重畳画像
を表示する表示手段と、を備えることを特徴とする車両の運転支援装置を提供する。
【００１１】
　前記構成によれば、例えば、自車の後方もしくは後側方を撮影した画像によって道路の
車線仕切線が視認できないときであっても、車速、ヨーレート、舵角等の自車の走行状態
を検出し、これらの諸量を使って車線の位置を算定する。そして、算定した結果はガイド
線として、元の画像に重畳させることにより、運転者は車線の位置を確認することができ
る。ここで、車線には路側帯も含むものとしている。高速道路などで緊急車両が路側帯を
通過する場合もあり、このようなときに自車が幅寄せすることを防止するためである。
【００１２】
　本発明の他の実施形態は、前記重畳画像に表示されるガイド線は、前記画像と識別して
視認できる明暗および／または色彩を有することを特徴としている。
【００１３】
　画像の明暗および／または色彩は、例えば、後続車のヘッドライトの光量や色等に影響
されて大きく変動するおそれがある。このような場合であっても、前記構成によれば、元
の画像に重畳されるガイド線は明確に識別することができ、運転を有効に支援することが
できる。
【００１４】
　本発明の他の実施形態は、前記画像の輝度によって、自車周辺の明暗および／または色
彩を判定する明暗判定手段をさらに有し、前記ガイド線の明暗および／または色彩は、前
記画像の輝度によって前記明暗判定手段が決定することを特徴としている。
【００１５】
　前記構成によれば、明暗反映手段によって、運転者が視認しやすいガイド線の明暗およ
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び／または色彩を決定することができ、車線の確認が容易となる。
【００１６】
　本発明の他の実施形態は、前記ガイド線は、前記複数の車線を仕切る仕切線を仮想的に
表した仮想仕切線であることを特徴としている。
【００１７】
　前記構成によれば、ガイド線を仮想仕切線として画面に表示することにより、運転者は
車線の位置を明確に認識することができる。
【００１８】
　本発明の他の実施形態は、前記ガイド線は、前記仕切線と略直交する仮想横断線である
ことを特徴としている。
【００１９】
　前記構成によれば、例えば、異なる位置に複数の仮想横断線を表示することによって、
視覚的な遠近感を生じさせ、後方の他の車両の位置を画面で視認しやすくなる。
【００２０】
　本発明の他の実施形態は、前記検出手段が検出した走行状態を蓄積する記憶手段をさら
に有し、前記生成手段は、前記記憶手段に蓄積された現在の前記走行状態または／および
過去の前記走行状態に基づき、ガイド線を生成することを特徴としている。
【００２１】
　前記構成によれば、例えば、曲率が変化するカーブを自車が走行している場合において
も、現在の走行状態と過去の走行状態とを併せて車線の軌跡を算定することによって、正
確な車線を算定することができる。
【００２２】
　本発明の他の実施形態は、前記記憶手段は、道路情報が記憶されており、前記道路情報
は、自車が走行している道路の車線数の情報を含むことを特徴としている。
【００２３】
　前記構成によれば、例えば、道路情報が記憶されているカーナビ等の記憶手段を用いる
ことにより、自車が走行している道路が複数の車線を有するか否かを容易に判断すること
ができ、必要な道路状況の場合のみ運転支援装置を作動させることができる。なお、路側
帯を有する道路を走行中に、自車を幅寄せする場合は、後方から自動二輪車や自転車が走
行してくるときがある。このような場合は、運転支援装置を作動させる方が好ましい。
【００２４】
　本発明の他の実施形態は、自車の後方もしくは後側方を走行する他車の他車走行状態を
検出する他車検出手段をさらに有し、前記他車検出手段は、他車の位置を検出し、前記ガ
イド線に対する前記他車の位置が、前記重畳画像にさらに重畳して表示されることを特徴
としている。
【００２５】
　運転者は、夜間後方を走行する他車との距離を照明の明るさによって判断することが多
い。しかし、照明の照度の違いは、遠近感の誤差を生じさせる。また、前記したようにハ
レーションが発生するときや暗いときなど、ガイド線と他車との位置関係を把握すること
が難しい場合が生ずる。前記構成によれば、例えば、ミリ波レーダ等の他車検出手段を備
えることによって、自車の後方もしくは後側方を走行する他車の位置を検出することがで
きる。そして、仮想的な他車を画面にさらに重畳することによって、運転者の視認を容易
にすることができる。
【発明の効果】
【００２６】
　本発明によれば、自車の後方もしくは後側方における道路の複数の車線間の仕切線を直
接視認することが困難な場合であっても、車線の位置が確認できる車両周辺の視覚を支援
する運転支援装置を提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２７】
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［第１実施形態］
　以下、本発明の第１実施形態について、図面を参照して説明する。図１は本実施形態に
係る車両周辺の運転支援装置の全体構成のブロック図であり、図２は運転支援装置の作動
を表すフローチャートであり、図３と図４は運転支援装置が作動する状況の一例を表すも
のであり、図３は後方が暗く仕切線が視認できない場合、図４は隣接する車線の後続車が
自車に近接しハレーションによって仕切線が視認できない場合を示している。
【００２８】
　本実施形態に係る運転支援装置は、図１に示すように、自車の後方もしくは後側方の画
像を撮影する撮影手段１０と、撮影された画像に基づき、道路の状態を判定する判定手段
２０と、自車の走行状態を検出する検出手段３０と、自車が複数の車線を有する道路を走
行しているとき、走行状態に基づいてガイド線を生成する生成手段４０と、ガイド線が画
像に重畳して表示される重畳画像を生成する重畳手段５０と、重畳画像を表示する表示手
段６０とから構成される。
【００２９】
　以下、図１と図２、必要に応じて図３と４を参照して全体構成とその作用を詳述する。
【００３０】
　撮影手段１０は、自車の車体（図示せず）に適切に配設されたカメラ１１等によって、
自車の後方や側方の状況を撮像する（図２：ステップＳ１０１）。
【００３１】
　撮影手段１０によって撮像された画像は、判定手段２０に送られる。判定手段２０は、
撮像された画像において車線を仕切る仕切線が識別できない理由を判定する（図２：ステ
ップＳ１０２）。この判定基準は、カメラの能力（レンズの明るさ等）、画像処理等を考
慮して適宜設定することができ、また最終的に運転者が判定基準を微調整することも可能
である。
【００３２】
　ここで仕切線とは、複数の車線は、道路上に描かれた、自動車の走行方向に沿った白線
、白の破線や黄線などによって、仕切られており、本明細書ではこれらの線を仕切線と定
義している。また、車線には路側帯も含むものとしている。例えば、高速道路などで緊急
車両が路側帯を通過する場合もあるからである。また、後記するように通常の判定手段２
０に加えて、明暗を詳細に判定する明暗判定手段２１や、道路情報等を記憶する記憶手段
４２を備えてもよい。
【００３３】
　仕切線が判別できない状態の例をいくつか説明する。
【００３４】
　仕切線は、道路上に描かれたものであり、路面上の汚れや水溜まりの影響で見え難くな
ったり、豪雪地方の滑り止めが多用される道路では、削られて消えてしまうときがある。
【００３５】
　また、照明設備が無い、もしくは、照明設備があっても明るさが足りない夜間の道路は
、仕切線が見え難い場合がある。図３は、このような状況において、後方から他車７１が
走行している例である。
【００３６】
　自車７０は、片側２車線ある道路８０の右側車線８１（図３では、上側の車線）を、矢
印方向に走行している。他車７１は、自車の走行車線である右側車線８１の隣車線である
左側車線８２を自車と同方向に走行している。自車７０の先頭から他車７１の先頭までの
距離Ｄ１が、他車７１の照明範囲Ａ１の前方方向（図の左方向）の距離Ｌ１と比べ、十分
に大きいものであるとき、仕切線ＵＬ１は道路８０の照明が不足しているため視認が困難
である部分を示しており、仕切線ＶＬは見えないことはないが、前記したように路面上の
汚れ等によって見え難くなる部分を示している。また、距離Ｄ１が大きくなればなるほど
、仕切線ＶＬの判別は困難となる。
【００３７】
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　その他には、図４に示すように、自車７０の先頭から他車７１の先頭までの距離Ｄ２が
、他車７１の照明範囲Ａ２の前方方向（図の左方向）の距離Ｌ２と比べ、差が無く、例え
ば、照明範囲Ａ２内に自車７０の一部が含まれるような場合が想定される。このとき、仕
切線ＵＬ１は道路８０の照明が不足していることなどから視認が困難であり、仕切線ＵＬ
２は他車７１のヘッドライト（図示せず）によってカメラ１１の撮像がハレーションを生
じ判別できない場合がある。
【００３８】
　判定手段２０が、前記のような道路状態や走行状態を判定した（ステップＳ１０２）後
、「ガイド線の生成」（ステップＳ１０３）に進む。
【００３９】
　次に、生成手段４０は、検出手段３０が検出した車速３１、ヨーレート３２、操舵角３
３、自車線認識３４等のデータを取り込む。なお、取り込むデータは、前記したものに限
定されない。ここで、車速３１、ヨーレート３２および操舵角３３は、自車の走行に係る
物理量であり、数値化されて取り込まれる。生成手段４０は、例えば、カーナビ制御ユニ
ットに該当する。
【００４０】
　前記した自車の走行に係る物理量である車速３１、ヨーレート３２および操舵角３３を
用いることによって、自車の走行軌跡の時間的変化を算定し、この結果から走行状態に基
づく道路形状の推定演算を行うことができる。また、ＬＫＡＳ（レーンキープアシスト）
、ＬＤＷ（レーンデバーチャワーニング）等を装備し、自車線を認識することができる車
両の場合には、自車線の自車線認識を行った結果である自車線認識３４も取り込むデータ
として含まれ、道路形状の推定演算をする上で使用される。
【００４１】
　生成手段４０は、道路形状の推定演算の結果を基に、ガイド線を生成する（ステップ１
０３）。図５と図６は、生成されたガイド線の例を表すものであり、図５はほぼ直線の道
路の場合、図６はカーブした道路の場合の例である。
【００４２】
　ガイド線は、道路の軌跡等の道路形状の演算結果から生成されるものであり、その種類
、形態は特に限定されないが、例えば、図５もしくは図６に示すように視認が困難な仕切
線ＵＬ１に倣った仮想仕切線ＧＬ１１や、この仮想仕切線ＧＬ１に直交する方向に引かれ
た仮想横断線ＧＬ２１，ＧＬ２２が好ましい。また、図５（ａ）の俯瞰した平面図に示す
ように左側車線８２のさらに左側の視認が困難な第２仕切線ＵＬ２に倣った第２仮想仕切
線ＧＬ１２も引くこともできる。
【００４３】
　一部前記した説明と重複するが、図６（ａ）の俯瞰した平面図に示すようにカーブした
道路８０においても、自車７０の走行に係る物理量である車速３１、ヨーレート３２およ
び操舵角３３を用いることによって、自車の走行軌跡の時間的変化を算定し、この結果か
ら走行状態に基づく道路形状の推定演算を行うことができることは言うまでもない。
【００４４】
　仮想横断線ＧＬ２１，ＧＬ２２は、それぞれを自車７０から所定の距離だけ離れて表示
されるように設定することにより、運転者は、自車７０と、自車が走行している右側車線
８１と隣接する左側車線８２を走行する他車７１と、の大凡の距離を視覚によって掴むこ
とができる。
【００４５】
　次に生成されたガイド線ＧＬ１１，ＧＬ１２，ＧＬ２１，ＧＬ２２は、撮影手段１０に
よって撮像された後方画像（ステップ１０１）に重畳される（ステップ１０４）。
【００４６】
　重畳された画像は、表示手段６０のディスプレイ６１に表示される。
【００４７】
　図５（ａ）で説明した直線路における重畳された画像の一例を図５（ｂ）と図５（ｃ）
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に示す。図５（ｂ）は、例えば、自車７０が、夜間、照明設備の無い図５（ａ）に示すよ
うな片側複数車線を有する直線の道路を走行しているときの重畳画像１２である。図５（
ｂ）に示すように、撮影手段１０によって撮像された後方画像からでは他車７１の存在の
みが判別できる程度の暗さであり、仕切線ＵＬ１、第２仕切線ＵＬ２の識別は困難である
。かかる状況であっても、生成されたガイド線ＧＬ１１，ＧＬ１２，ＧＬ２１，ＧＬ２２
は、ディスプレイに明瞭に表示される。図５（ｃ）は、図５（ｂ）の重畳画像１２に地平
線に相当する線分１４をさらに重畳した変形例である。かかるガイド線の重畳は、後方を
走行する他車７１が、どの車線を走行しているのか運転者が判断をする上で、有効な表示
となる。さらに、図５（ｃ）のように、線分１４を重畳させることによって、運転者がド
アミラー等で視認する写像により近くなり、視覚支援をする上で好ましい形態となる。
【００４８】
　次に、図６（ａ）で説明したカーブした道路における重畳された画像の一例を図６（ｂ
）に示す。図６（ｂ）は、前記した図５（ｂ）と同様に、自車７０が、夜間、照明設備の
無い片側複数車線を有する道路を走行しているときの重畳画像１２である。このように、
仕切線ＵＬ１、第２仕切線ＵＬ２の識別は困難であっても、走行状態に基づく道路形状の
推定演算を行って生成されたガイド線ＧＬ１１，ＧＬ１２，ＧＬ２１，ＧＬ２２は、明瞭
に表示される。この実施例のようにカーブしている道路は、前記した直線路と比べ運転者
が道路の軌跡を把握することがより困難であり、運転者にとって有用な視覚支援をするこ
とができる。
【００４９】
　なお、この際、前記した仮想横断線ＧＬ２１，ＧＬ２２は、自車７０と他車７１との車
間距離の段階的な指標に相当するため、運転者が識別しやすいように線の色彩を変えるこ
とが好ましい。また、仮想仕切線ＧＬ１１は、単色の線でも問題ないが、白線、白の破線
、黄線等の情報が事前に得られている場合は、実際の道路８０の状況に合った色彩とする
ことが好ましい。
【００５０】
　さらに、判定手段２０に明暗判定手段２１を備えて、画像の輝度分布から、隣車線と自
車線の境界である白線や黄色線を撮像できない理由を判定し、暗すぎて撮像できない場合
は、白もしくは、暖色系の色で、ガイド指標を表示し、明るすぎて撮像できない場合は、
黒もしくは、寒色系の色で、ガイド線を表示してもよい。
【００５１】
　なお、前記したように、車線には路側帯も含むものとしている。例えば、高速道路など
で緊急車両が路側帯を通過する場合もあり、このようなときに自車が幅寄せすることを防
止するためである。
【００５２】
　本実施形態において、道路情報が記憶されているカーナビ等の記憶手段４２を付加する
ことにより、自車が走行している道路が複数の車線を有するか否かを容易に判断すること
ができ、必要な道路状況の場合のみ運転支援装置を作動させることもできる。しかし、片
側１車線であっても、路側帯を有する自動車専用道路などでは、運転支援装置を作動させ
る方が好ましい。自車を幅寄せする場合は、後方から自動二輪車や自転車が走行してくる
ときがあるからである。
【００５３】
［第２実施形態］
　次に、本発明の第２実施形態について図面を参照して説明する。なお、第１実施形態と
重複する部分については省略し、差異のある部分を中心に説明する。図７は、本実施形態
に係る概念説明図である。
【００５４】
　本実施形態は、走行状態に基づく道路形状の推定演算の手法が一部異なるものであり、
基本的な構成は、第１実施形態と同じである。
【００５５】
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　車両が走行する道路８０は、図５もしくは図６に示したような直線や単調なカーブだけ
ではなく、図７（ａ）に示すようなＳ字に近いカーブや、途中で曲率が変化するカーブな
ど様々な軌跡を有している。なお、図７（ａ）においては、片側３車線の道路の中央車線
８３を自車７０が走行している状況を示している。
【００５６】
　このような道路８０の軌跡は、現在の自車７０Ｎの位置の走行状態（車速、ヨーレート
および操舵角等。前記した説明を参照）のデータだけでは、正確に算定することは困難で
ある。すなわち、過去の自車７０Ｐの位置の走行状態とは、車速、ヨーレート、操舵角等
が異なることが推測される。
【００５７】
　本実施形態は、このような道路８０の実態を加味したものであり、過去の自車７０Ｐの
位置の走行状態（走行に係る物理量）を取り込むことにより、より正確な道路８０の軌跡
を算定することができる。ここで、過去の自車７０Ｐは、図７では１点のみ表しているが
、複数点の走行状態を取り込むことによって、より正確な軌跡を算定できる。しかしなが
ら、算定結果を反映させたガイド線は、最終的に視認可能な自車の後方の画像に重畳され
ることから、あまり多くの点での走行状態を取り込む必要はない。
【００５８】
　本実施形態における過去の自車７０Ｐと現在の自車７０Ｎの重畳画像１２Ｐ，１２Ｎの
一例を図７（ｂ）と図７（ｃ）に示す。図７（ｂ）において、過去の自車７０Ｐは、前記
した図６（ｂ）と同様な単調なカーブを走行しているものとしている。単調なカーブとし
て、現在の自車７０Ｎの重畳画像１２を作成すると、図６（ｂ）と同様な重畳画像となる
。しかしながら、本実施形態は、過去の自車７０Ｐでの走行状態を取り込み、正確な道路
８０の軌跡を算定しているため、図７（ｃ）に示すような実際の道路状況を忠実に再現し
た重畳画像１２Ｎを提供することができる。図７（ｃ）の重畳画像１２Ｎには、仕切線Ｇ
Ｌ１１と第２仕切線ＧＬ１２が元の画像に重畳されており、運転者は道路の軌跡を容易に
把握できる。
【００５９】
　以上、本発明について好適な実施形態を説明した。本発明は、図面に記載したものに限
定されることなく、その趣旨を逸脱しない範囲で設計変更が可能である。例えば、前記し
た第１実施形態において後方を走行する他車の位置をミリ波レーダ等によって検出し、こ
の他車の位置をさらに重畳させることもできる。係る構成によって、霧や豪雨などで視界
が極めて不良な事態に遭遇した場合であっても、運転者は、後方の他車は自車と同じ車線
を走行しているのか、隣車線を走行しているのか、自車と他車との距離はどの程度か、等
の情報を、表示手段を通じて取得することができる。
【図面の簡単な説明】
【００６０】
【図１】第１実施形態に係る車両周辺の運転支援装置の全体構成のブロック図である。
【図２】運転支援装置の作動を表すフローチャートである。
【図３】運転支援装置が作動する状況の一例を表す概念説明平面図であり、後方が暗く仕
切線が視認できない場合を示す。
【図４】運転支援装置が作動する状況の一例を表す概念説明平面図であり、隣接する車線
の後続車が自車に近接しハレーションによって仕切線が視認できない場合を示す。
【図５】ほぼ直線の道路の場合における生成されたガイド線の例を表す概念説明平面図と
、表示画面の一例を示す模式図である。
【図６】カーブした道路の場合における生成されたガイド線の例を表す概念説明平面図と
、表示画面の一例を示す模式図である。
【図７】第２実施形態に係る概念説明平面図と、表示画面の一例を示す模式図である。
【符号の説明】
【００６１】
　１０　　　撮影手段
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　１１　　　カメラ
　１２　　　重畳画像
　２０　　　判定手段
　３０　　　検出手段
　３１　　　車速
　３２　　　ヨーレート
　３３　　　操舵角
　３４　　　白車線認識
　４０　　　生成手段
　４１　　　明暗判定手段
　４２　　　記憶手段
　５０　　　重畳手段
　５１　　　重畳画像
　６０　　　表示手段
　６１　　　ディスプレイ
　７０　　　自車
　７１　　　他車
　８０　　　道路
　８１　　　右側車線
　８２　　　左側車線
　ＧＬ　　　ガイド線

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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